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 当事業所はご契約者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供し

ます。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通

りご説明します。 

 

１． 事業者 

  （１）法人名   株式会社 四国ライフケア 

  （２）法人所在地 高知市長浜１４４０－１ 

  （３）電話番号  ０８８－８３７－９３３０ 

  （４）代表者氏名 大上 達也 

  （５）設立年月  平成１５年１２月１２日 

 

２． 事業所の概要 

  （１）事業所の種類   定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

  （２）事業の目的     

株式会社四国ライフケア（以下「事業者」といいます。）が設置する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護 瀬戸虹の夢（以下「事業所」といいます。）において実

施する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（以下「事業」といいます。）の適

正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護

状態にあるご利用者に対してサービス提供の円滑な運営管理を図るとともに

ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立った適切な定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を確保することを目的とします。 

  （３）事業所の名称   定期巡回・随時対応型訪問介護看護 瀬戸虹の夢 

  （４）事業所の所在地  高知市横浜新町４丁目２４０３ 

（５）電話番号     電話：０８８－８５５－９１７０ 

Fax ：０８８－８５５－６７３０ 

  （６）事業所長（管理者）田村 功 

（７）当事業所の運営方針 

ご利用者が要介護状態になった場合において、ご利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるよう

に配慮する。又、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努め、ご利

用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し

て計画的に行い、常にご利用者の立場に立ったサービス提供に努める。 

関係市町、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、他の介護保険事業所、

その他の保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する機関と密接な連携を

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

高知県指定 第３９９０１００９９６号 
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図り、総合的なサービスの提供に努め、介護・医療連携推進会議を概ね６カ月

毎に開催します。 

（８）開設（指定）年月日    ２０１８年１２月１日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

  （１）通常の事業の実施地域  高知市 

  （２）営業日及び営業時間 

  

４．職員の体制 

当事業所では、ご契約者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供

する職員として、以下の職種の職員配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞ ※ 職員の配置については指定基準を遵守しています。 

従業者の職種 員 数 員数及び職務 

事業所長（管理者） 

１名 

（オペレーター、訪

問介護員兼務） 

職員等の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

オペレーター 
１名以上 

（訪問介護員兼務） 

利用者及び家族からの通報を随時受け付け、適切に対

応を行う。又、利用者またはその家族に対して適切な

助言等を行う。 

計画作成責任者 

１名以上 

（オペレーター、訪

問介護員兼務） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書の作成及び

交付を行う。 

随時訪問介護員 

１名以上 

（オペレーター兼務

する場合あり） 

オペレーターからの要請を受けて利用者宅へ訪問を

行う。 

定期訪問介護員 

１名以上 

（オペレーター兼務

する場合あり） 

居宅サービス計画に沿った定期的な巡回訪問を行う。 

 

 

 

５．当事業所が提供するサービス 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供いたします。  

営業日 
月曜日～金曜日   

（但し、１月１日～１月２日は休み） 

サービス 

提供時間 
月曜日～日曜日（３６５日体制 ２４時間） 
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 （１) 定期巡回サービス 

      訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回し、入浴、排せつ、食事等の介護

その他日常生活上の世話を行う。 

  （２) 随時対応サービス 

      あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随

時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行

う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否等の判断を行

う。 

  （３) 随時訪問サービス 

      随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用

者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話を行

う。 

  （４) 訪問看護との連携     

定期巡回・随時対応型訪問介護看護業務の一部を、連携先の訪問看護事業所と連携し、

以下の業務内容を委託しています。  

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書作成におけるアセスメント及びモニタリ

ングの実施  

    ② 随時対応サービス対象者のサービス提供における連絡体制の確保  

    ③ その他必要な指導及び助言  

  （５）その他のサービス 

     居宅介護支援事業者及び他のサービス事業者などへの連絡、調整を行います。 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書の作成。 

     必要に応じてサービス内容の変更を柔軟に行います。 

 

６.利用料金について 

 （１）主なサービスの利用料金    

 ＜サービス利用料金（１月あたり）＞ 

   別表 1 の料金表によって、ご利用者に応じたサービス利用料金から負担割合によっ

てお支払いください。 

※ ご利用者がまだ要介護認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担金額を除く金額が介

護保険から払い戻しされます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付

の申請を受けるために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 介護保険からの給付に変更があった場合、変更された額に合せて、ご利用者の負担額を

変更します。 

※ 当事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者、又はこれ以外の同一建物の
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利用者 20 人以上 50 人未満にサービス提供を行った場合は、上記金額の 90/100 となり

ます。 

※ 当事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者 50 人以上にサービス提供を行

った場合は、上記金額の 85/100 となります。 

・同一の建物とは、指定介護訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養

護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高

齢者専用賃貸住宅に限る。）をいいます。 

（２）その他（別表 1 記載以外）の費用 

    ①訪問看護サービスにおいては、主治医の特別指示書の交付があり、医療保険の対象に

なった場合は、医療保険での支払いが別途あります。 

  ②ケアコール（緊急通報システム）は、事業所から貸し出しします。通信に係る通信料

（電話代）は、利用者負担となります。コール機のメンテナンスの為、毎月定期通報

を行います。通信料として電話料金がかかります。こちらもご利用者負担となります

のであらかじめご了承ください。 

※ただし、電話回線がご自宅にない場合は、ご利用者の負担でケアコール機が設置で

きるような工事、準備をお願いいたします。なお、ケアコール機に標準梱包された電

話線ケーブルで足りず、別途延長ケーブルが必要な場合は、ご利用者負担となります。 

  ③ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、ご利用者の故意又は過失に起因

するものに関しては利用者負担となります。 

（３）利用料金のお支払方法 

  ＜その他の費用の請求及び支払い方法について＞ 

① その他の費用の請求方法

等 

ア その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いた

します。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 20 日

までに利用者あてにお届け（郵送）します。 
 

② その他の費用の支払い方

法等 

ア 請求書の内容を確認のうえ、請求月の末日までに、下記のい

ずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

  高知銀行 針木支店 普通預金 ０１１７１２９ 

  口座名 株式会社 四国ライフケア 

(イ)現金支払い 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、

領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。（医療

費控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 
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（４）利用の中止・変更・追加 

 ○ 利用予定日の前にご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに

事業者に申し出てください。 

サービスの変更・追加の申出に対して、事業所の稼動状況によりご利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可期間又は日時をご利用者に提示し

て協議します。 

 ○ 利用予定日に、天候の急変（台風による警報発令等）、積雪等により利用予定日の中

止及び利用時間の変更等を行うこともありますのであらかじめご了承ください。 

 ○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。但しご利用者の体調

不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

  ① 利用予定日の前日又は、当日の午前８時３０分までに申し出があった場合 

無料 

  ② 利用予定日の前日又は、当日の午前８時３０分までに申し出がなかった場合 

当日の利用料の１０％（自己負担相当額） 

 

７．事故発生時の対応 

当事業所は、万全の体制で指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス提供にあたり

ますが、万一事故が発生した場合には、速やかにご利用者及びそのご家族等へご連絡すると

ともに事故に遭われた方への救済、事故拡大の防止などの必要な措置を出来る限り講じ、記

録を行います。 

また、ご利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって速やかに対応するものと

します。 

事業者は、次の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  三井住友海上火災保険株式会社 

保険名    超ビジネス保険（事業活動包括保険） 

保険概要   施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償・支

援事業損害補償・受託物損害補償・被害者治療費補償・事故対応費用 等 

 

８．緊急時の対応方法について 

  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供中に利用者の心身の状況に異

変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切

な措置を講じます。 

  また、緊急に受診が必要と事業者が判断したときは、速やかに医療機関に救急搬送を要

請し、ご利用者が予め指定する連絡先へ連絡させていただきます。 
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９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

・虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 田村 功 

・当事業所は、虐待防止のための指針を整備します。  

・当事業所は、成年後見制度の利用を支援します。  

・当事業所は、苦情解決体制を整備しています。  

・当事業所は、身体拘束廃止に向けた取り組みの指針を整備します。  

・当事業所は、従業者に対する人権擁護・虐待防止・身体拘束廃止の委員会及び啓発するた

めの研修を定期的に行います。  

・当事業所は、従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラス

メント（ご利用者・ご家族含む）体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取

り組める環境の整備に努めます。  

・サービス提供中に、当事業所の従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人

等)による虐待や身体拘束を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村等に通報します。 

 

１０．記録の整備 

（１）サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、サービス提供の完結

した日から５年間保存します。 

（２）ご利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付

を請求することができます。 

 

１１.合鍵の管理方法について 

① 厳重に管理するため、事業所の金庫に保管し、従業者が持ち出す必要が生じた場合

は管理者の許可を得て持ち出しを行う。 

② 持ち出しした日時、従業者氏名等の記録を行う。 

③ 万が一、利用者から預かった合鍵を紛失した場合には、利用者宅の鍵の交換等の措

置を速やかに行う。 

④ 利用者から合鍵を預かる場合には、具体的な管理方法、紛失した場合の対処方法そ

の他必要な事項を記載した文書を交付する。 

 

１２．衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 



7 

 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底して

います。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

④感染がまん延している場合、サービス担当者会議は利用者・家族の同意を得てテレビ

電話装置等を活用し実施します。その際は、厚労省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守します。 

 

１３．業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１４．苦情の受付について(契約書第 23 条参照) 

（１） 苦情の受付 

      当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口にて受付けております。 

○ 苦情受付窓口（担当者） 

     職名 管理者    氏名 田村 功 

○ 受付時間 

     月曜日～金曜日   ９：００～１７：００ 

電話番号     ０８８－８５５－９１７０ 

 

（２） 当事業所は、第三者委員の設置はありません。 

 

（３） 行政機関、その他苦情受付機関 

高知市介護保険課           所在地  高知市本町５丁目１－45  

事業係                    高知市役所第二庁舎２階 

電話番号 ０８８－８２３－９９７２ 
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高知県国民健康保険団体連合会   所在地  高知市丸ノ内 2 丁目 6 番 5 号  

電話番号 ０８８－８２０－８４１０  

  

高知県 地域福祉部        所在地  高知市丸ノ内 1 丁目 2 番 20 号 

高齢者福祉課           電話番号 ０８８－８２３－９６３０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 


